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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】洗浄水の衝突による水飛びを低減することがで
き、使用者が快適に使用できる水洗大便器を提供する。
【解決手段】水洗大便器は、汚物受け面２０とリム部２
２とを備えたボウル部６と、排水トラップ管路と、洗浄
水供給手段１２と、を備え、ボウル部６の汚物受け面２
０は、上方汚物受け面と凹部２６とを有し、洗浄水供給
手段１２は、上方汚物受け面の前方領域２４ａから凹部
２６内に向かう洗浄水の第１の流れを形成する第１の吐
水口３４ａ，３４ｂと、上方汚物受け面の後方領域２４
ｃから凹部２６内に向かう洗浄水の第２の流れを形成す
る第２の吐水口３６と、第２の吐水口３６の左右両側か
ら凹部２６内に向かう洗浄水の第３の流れを形成する第
３の吐水口３８ａ，３８ｂ，３８ｃ，３８ｄと、を備え
、第２の吐水口及び第３の吐水口から吐水された洗浄水
が上方汚物受け面の後方領域から凹部内へ流れるように
第２の吐水口及び第３の吐水口の向きを設定した。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　洗浄水供給源から供給される洗浄水により便器を洗浄して汚物を排出する水洗大便器で
あって、
　ボウル形状の汚物受け面と、この汚物受け面の上縁に形成されてその内部に沿ってリム
通水路が形成されたリム部と、を備えたボウル部と、
　このボウル部の下方にその入口が接続され汚物を排出する排水トラップ管路と、
　上記ボウル部に洗浄水を供給する洗浄水供給手段と、を備え、
　上記ボウル部の汚物受け面は、上記リム部に接続される上方汚物受け面と、この上方汚
物受け面の内側から上記排水トラップ管路に接続される凹部と、を有し、
　上記洗浄水供給手段は、
　上記ボウル部の左右両側の後方において上記リム通水路上に配置され、洗浄水を左右の
上記リム通水路に吐水して、リム通水路に沿って上記ボウル部の前方に導き、上記上方汚
物受け面の前方領域から凹部内に向かう洗浄水の第１の流れを形成する第１の吐水口と、
　上記ボウル部の後方において左右方向の略中心に配置され、上記凹部に向けて洗浄水を
吐水して、上記上方汚物受け面の後方領域から上記凹部内に向かう洗浄水の第２の流れを
形成する第２の吐水口と、
　上記ボウル部の後方において第２の吐水口の左右両側に配置され、上記凹部に向けて洗
浄水を吐水して、上記第２の吐水口の左右両側から上記凹部内に向かう洗浄水の第３の流
れを形成する第３の吐水口と、を備え、
　上記第２の吐水口及び上記第３の吐水口から吐水された洗浄水が上記上方汚物受け面の
後方領域から上記凹部内へ流れるように上記第２の吐水口及び上記第３の吐水口の向きを
設定したことを特徴とする水洗大便器。
【請求項２】
　上記上方汚物受け面の前方領域は、流下する洗浄水の左右方向の拡がりを抑制するよう
な２２．５度～３２．５度の範囲内の傾斜角度を有する傾斜面を備える請求項１記載の水
洗大便器。
【請求項３】
　上記ボウル部の汚物受け面の上記凹部は、所定の面積の溜水面を形成する請求項１又は
２に記載の水洗大便器。
【請求項４】
　上記洗浄水供給手段は、供給する洗浄水を貯水し、底面に排水口が形成されたタンクと
、上記タンクから供給される洗浄水を吐水する、上記第１の吐水口、上記第２の吐水口及
び上記第３の吐水口が形成された吐水部と、を備える請求項１乃至３の何れか１項に記載
の水洗大便器。
【請求項５】
　上記ボウル部のリム部は、上記上方汚物受け面の上縁から内側に水平方向に延びる上縁
部と、上縁部から垂下する垂下壁部と、を備え、上記垂下壁部は、垂下する壁の高さが、
少なくとも後方は、吐水部の水平方向内側を覆うような高さに形成されている請求項１乃
至４の何れか１項に記載の水洗大便器。
【請求項６】
　上記洗浄水供給手段の上記第２の吐水口は、横方向に延びるスリット形状に形成され、
上記洗浄水供給手段の上記第３の吐水口は、上記第２の吐水口の左右両側に配置されたそ
れぞれ２つずつの孔形状に形成されている請求項１乃至５の何れか１項に記載の水洗大便
器。
【請求項７】
　上記水洗大便器は、洗い落し式の水洗大便器である請求項１乃至６の何れか１項に記載
の水洗大便器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本発明は、水洗大便器に係り、特に、洗浄水供給源から供給される洗浄水により便器を
洗浄して汚物を排出する洗い落とし式等の水洗大便器に関する。
【背景技術】
【０００２】
　例えば、特許文献１に開示されているように、水洗大便器の給水管が左右に分岐され、
左右に分岐された分岐管のそれぞれには、放水孔と分水孔とが設けられ、放水孔及び分水
孔のそれぞれが、方向の異なる複数の洗浄水の流れを吐水することにより、流束と旋回流
とを合わせてボウル部の洗浄力を向上させる水洗大便器が知られている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開平８－１２０７４０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、特許文献１の水洗大便器においては、便鉢の内周面において、対向する
流束が形成され、さらにこれらの流束を横切るように逆方向の前方向及び後方向の２つの
旋回流が形成されるので、洗浄水同士が内周面上で衝突して水飛びを生じ、洗浄水が使用
者に付着して使用者に不快感を与えるといった課題があった。
【０００５】
　そこで、本発明は、上述した従来技術の問題点を解決するためになされたものであり、
洗浄水の衝突による水飛びを抑制することができ、使用者が快適に使用することができる
水洗大便器を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記の目的を達成するために、本発明は、洗浄水供給源から供給される洗浄水により便
器を洗浄して汚物を排出する水洗大便器であって、ボウル形状の汚物受け面と、この汚物
受け面の上縁に形成されてその内部に沿ってリム通水路が形成されたリム部と、を備えた
ボウル部と、このボウル部の下方にその入口が接続され汚物を排出する排水トラップ管路
と、ボウル部に洗浄水を供給する洗浄水供給手段と、を備え、ボウル部の汚物受け面は、
リム部に接続される上方汚物受け面と、この上方汚物受け面の内側から排水トラップ管路
に接続される凹部と、を有し、洗浄水供給手段は、ボウル部の左右両側の後方においてリ
ム通水路上に配置され、洗浄水を左右のリム通水路に吐水して、リム通水路に沿ってボウ
ル部の前方に導き、上方汚物受け面の前方領域から凹部内に向かう洗浄水の第１の流れを
形成する第１の吐水口と、ボウル部の後方において左右方向の略中心に配置され、凹部に
向けて洗浄水を吐水して、上方汚物受け面の後方領域から凹部内に向かう洗浄水の第２の
流れを形成する第２の吐水口と、ボウル部の後方において第２の吐水口の左右両側に配置
され、凹部に向けて洗浄水を吐水して、第２の吐水口の左右両側から凹部内に向かう洗浄
水の第３の流れを形成する第３の吐水口と、を備え、第２の吐水口及び第３の吐水口から
吐水された洗浄水が上方汚物受け面の後方領域から凹部内へ流れるように第２の吐水口及
び第３の吐水口の向きを設定したことを特徴としている。
　このように構成された本発明においては、第２の吐水口が上方汚物受け面の後方領域か
ら凹部内に向かう洗浄水の第２の流れを形成し、第３の吐水口が第２の吐水口の左右両側
から凹部内に向かう洗浄水の第３の流れを形成し、第１の吐水口が上方汚物受け面の前方
領域から凹部内に向かう洗浄水の第１の流れを形成するので、第２の吐水口及び第３の吐
水口から吐水された洗浄水が、第１の吐水口から吐水された洗浄水と上方汚物受け面の前
方領域において衝突することを抑制することができる。従って、本発明によれば、洗浄水
の衝突による水飛びを抑制することができ、使用者が快適に使用することができる。
【０００７】
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　本発明において、好ましくは、上方汚物受け面の前方領域は、流下する洗浄水の左右方
向の拡がりを抑制するような２２．５度～３２．５度の範囲内の傾斜角度を有する傾斜面
を備える。
　このように構成された本発明においては、第１の吐水口から吐水された洗浄水が、上方
汚物受け面の前方領域において左右方向に拡がることを抑制することができ、上方汚物受
け面の前方領域から凹部内に向かう洗浄水の流れを凹部内に収束させやすくなる。よって
、本発明によれば、第２の吐水口及び第３の吐水口から吐水された洗浄水が、第１の吐水
口から吐水された洗浄水と上方汚物受け面の前方領域において衝突することを効果的に抑
制することができ、それにより、洗浄水の衝突による水飛びを抑制することができ、使用
者が快適に使用することができる。
【０００８】
　本発明において、好ましくは、ボウル部の汚物受け面の凹部は、所定の面積の溜水面を
形成する。
　このように構成された本発明においては、凹部は、所定の面積の溜水面を形成するので
、第２の吐水口から吐水された洗浄水が、上方汚物受け面の後方領域から凹部内に容易に
流入することができ、第３の吐水口から吐水された洗浄水が、第２の吐水口の左右両側か
ら凹部内に容易に流入することができ、第１の吐水口から吐水された洗浄水が、上方汚物
受け面の前方領域から凹部内に容易に流入することができる。よって、第２の吐水口及び
第３の吐水口から吐水された洗浄水が、第１の吐水口から吐水された洗浄水と上方汚物受
け面の前方領域において衝突することを効果的に抑制することができる。従って、本発明
によれば、洗浄水の衝突による水飛びを抑制することができ、使用者が快適に使用するこ
とができる。
【０００９】
　本発明において、好ましくは、洗浄水供給手段は、供給する洗浄水を貯水し、底面に排
水口が形成されたタンクと、タンクから供給される洗浄水を吐水する、第１の吐水口、第
２の吐水口及び第３の吐水口が形成された吐水部と、を備える。
　このように構成された本発明においては、吐水部により第１の吐水口、第２の吐水口及
び第３の吐水口の向きを正確に設定することができる。よって、第１の吐水口から吐水さ
れた洗浄水の第１の流れの向き、第２の吐水口から吐水された洗浄水の第２の流れの向き
及び第３の吐水口から吐水された洗浄水の第３の流れの向きがバラつくことを抑えること
ができる。したがって、本発明によれば、洗浄水の衝突による水飛びを効果的に抑制する
ことができる。
【００１０】
　本発明において、好ましくは、ボウル部のリム部は、上方汚物受け面の上縁から内側に
水平方向に延びる上縁部と、上縁部から垂下する垂下壁部と、を備え、垂下壁部は、垂下
する壁の高さが、少なくとも後方は、吐水部の水平方向内側を覆うような高さに形成され
ている。
　このように構成された本発明においては、吐水部から吐水される洗浄水の一部が水平方
向内側に吐水されてしまう場合に、洗浄水を垂下壁部に衝突させ、方向を変えて、凹部に
向けて導くことができる。従って、本発明によれば、水飛びを抑制することができる。
【００１１】
　本発明において、好ましくは、洗浄水供給手段の第２の吐水口は、横方向に延びるスリ
ット形状に形成され、洗浄水供給手段の第３の吐水口は、第２の吐水口の左右両側に配置
されたそれぞれ２つずつの孔形状に形成されている。
　このように構成された本発明においては、横方向に延びるスリット形状に形成された第
２の吐水口が上方汚物受け面の後方領域から凹部内に向かう洗浄水の第２の流れを形成し
、第２の吐水口の左右両側に配置されたそれぞれ２つずつの孔形状に形成された第３の吐
水口が第２の吐水口の左右両側から凹部内に向かう洗浄水の第３の流れをそれぞれ形成し
、第１の吐水口が上方汚物受け面の前方領域から凹部内に向かう洗浄水の第１の流れを形
成する。よって、第３の吐水口が、例えば第２の吐水口の左右両側にそれぞれ１つずつの
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孔形状に形成された場合に比べ、それぞれ２つずつの孔により上方汚物受け面の後方領域
において左右方向に拡がることを抑制した直線的な流れを形成することができ、第３の吐
水口から吐水された洗浄水が、第１の吐水口から吐水された洗浄水と上方汚物受け面の前
方領域において衝突することを抑制することができる。従って、本発明によれば、洗浄水
の衝突による水飛びを抑制することができ、使用者が快適に使用することができる。
【００１２】
　本発明において、好ましくは、水洗大便器は、洗い落し式の水洗大便器である。
　このように構成された本発明においては、ボウル部内の水の落差による流水作用で汚物
を押し流す、洗い落し式の水洗大便器において、洗浄水の衝突による水飛びを抑制するこ
とができ、使用者が快適に使用することができる。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明の水洗大便器によれば、洗浄水の衝突による水飛びを抑制することができ、使用
者が快適に使用することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本発明の一実施形態による水洗大便器が壁に設置されている状態において壁の内
部を概略的に示す概略図である。
【図２】本発明の一実施形態による水洗大便器の平面図である。
【図３】図２のIII－III線に沿って見た断面図である。
【図４】図２のIV－IV線に沿って見た断面図である。
【図５】本発明の一実施形態による水洗大便器の吐水部を示す正面図である。
【図６】本発明の一実施形態による水洗大便器において洗浄動作を開始した直後の状態に
おいて凹部に流れ込む第２の主流Ｆ２及び第３の主流Ｆ３ａ、Ｆ３ｂ、Ｆ３ｃ、Ｆ３ｄの
流れを示す図である。
【図７】本発明の一実施形態による水洗大便器において洗浄動作を行っている状態におい
て凹部に流れ込む第２の主流Ｆ２及び第３の主流Ｆ３ａ、Ｆ３ｂ、Ｆ３ｃ、Ｆ３ｄの流れ
に対し、凹部に流れ込む第１の主流Ｆ１の流れを示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　以下、添付図面を参照して、本発明の一実施形態による水洗式大便器の構成について説
明する。
　図１は本発明の一実施形態による水洗大便器が壁に設置されている状態において壁の内
部を概略的に示す概略図であり、図２は本発明の一実施形態による水洗大便器の平面図で
あり、図３は図２のIII－III線に沿って見た断面図であり、図４は図２のIV－IV線に沿っ
て見た断面図である。
【００１６】
　図１乃至図４に示すように、符号１はボウル部内の水の落差による流水作用で汚物を押
し流す、いわゆる、洗い落し式の水洗大便器であり、この水洗大便器１は、陶器製の便器
本体２を備え、便器本体２は、壁４の前面に取付けられているいわゆる壁掛け式の水洗大
便器であり、この便器本体２の上部の前方側には、ボウル部６が形成され、後方側の上部
には導水路８が形成され、導水路８の下方にはボウル部６と連通するようにその入口が接
続されている排水トラップ管路１０が、形成されている。さらに、便器本体２は、陶器製
の便器以外の樹脂製の便器等にも適用可能である。
【００１７】
　水洗大便器１は、さらに、ボウル部に洗浄水を供給する洗浄水供給手段１２を備え、こ
の洗浄水供給手段１２は、洗浄水を貯水して便器に排水する貯水タンク１４と、貯水タン
ク１４から排水された洗浄水を便器本体２に吐水する吐水部１６と、を備えている。
　ボウル部６に洗浄水を供給する洗浄水供給手段１２の貯水タンク１４は、本実施形態に
おけるような重力給水式の貯水タンクだけでなく、水道水の直接給水圧を利用した洗浄水
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供給手段でもよく、ポンプで補圧されるような構造を有する洗浄水供給手段であってもよ
い。
【００１８】
　貯水タンク１４は、便器本体２が取付けられている壁４の裏側の内部に取り付けられ、
この貯水タンク１４には貯水タンク１４を制御するコントローラ（図示せず）及び貯水タ
ンク１４の床面に形成された排水口（図示せず）を開閉する排水弁（図示せず）が設けら
れている。使用者が壁４に設けられた操作ボタン１８を操作することにより、コントロー
ラ（図示せず）が排水弁（図示せず）を開いて便器本体２の導水路８に洗浄水が供給され
るようになっている。貯水タンク１４は、例えば、大洗浄時には６リットル、小洗浄時に
は３リットルの洗浄水量を供給できるようになっている。
　吐水部１６は、詳細は後述するが、便器本体２の導水路８から供給される洗浄水を便器
本体２のボウル部６上に吐水する。
【００１９】
　ボウル部６は、ボウル形状に形成された汚物受け面２０と、ボウル部６の全周の上縁に
形成されたリム部２２とを備える。
　汚物受け面２０は、リム部２２に接続される上方側の上方汚物受け面２４と、この上方
汚物受け面２４の内側から下方の排水トラップ管路１０に接続される凹部２６と、を有し
ている。この凹部２６の下方には、上述した排水トラップ管路１０の入口１０ａが開口し
、排水トラップ管路１０の後端は排水ソケット（図示せず）を介して壁４の裏側に設けら
れた排出管２８に接続されている。
【００２０】
　汚物受け面２０の上方汚物受け面２４は、上方汚物受け面２４の前方側の前方領域２４
ａと、その側方側の側方領域２４ｂと、その後方側の後方領域２４ｃと、を有している。
　汚物受け面２０の凹部２６は、上方汚物受け面２４の内側から下方の排水トラップ管路
１０まで、流路の開口面積を徐々に狭めるように形成されている。
　凹部２６は、溜水部として機能し、ボウル部６内に溜まる溜水が凹部２６内に溜水面Ｗ

0を形成する。この凹部２６の溜水面Ｗ0の上方から、後述する第１の吐水口、第２の吐水
口及び第３の吐水口から吐水された洗浄水が流入することにより、凹部２６内の溜水を攪
拌させながら汚物と共に排出させるようになっている。
【００２１】
　凹部２６は、後述する第２の吐水口３６から吐水される洗浄水の流線方向、後述する第
３の吐水口３８ａ、３８ｂ、３８ｃ、３８ｄから吐水される洗浄水の流線方向を横切るよ
うな、比較的大きい溜水面Ｗ0を形成する。より具体的には、凹部２６は、その前後方向
の縦辺２６ａの長さが１２０ｍｍ～１４０ｍｍの範囲に形成され、その左右方向の横辺２
６ｂの長さが９５ｍｍ～１１５ｍｍの範囲に形成されている。凹部２６内の溜水面Ｗ0の
面積は、縦辺２６ａの長さ×横辺２６ｂの長さによっておよそ計算される。凹部２６は、
第２の吐水口３６から吐水される洗浄水の流線方向及び第３の吐水口３８ａ、３８ｂ、３
８ｃ、３８ｄから吐水される洗浄水の流線方向を横切るような開口面積を有するように形
成されている。
【００２２】
　リム部２２は、上方汚物受け面２４の上方に形成され、上方汚物受け面２４の上縁２４
ｄから内側に水平方向に延びる上縁部２２ａと、この上縁部２２ａの内側端から垂下する
垂下壁部２２ｂと、を備え、上方汚物受け面２４と、上縁部２２ａと、垂下壁部２２ｂと
の間に形成される内部空間によりリム通水路２２ｃを形成している。このリム通水路２２
ｃは、垂下壁部２２ｂの裏側において、上方汚物受け面２４の上部の内周面２４ｅに沿っ
て形成されている。
　垂下壁部２２ｂは、垂下する壁の高さが、少なくとも後方側は、吐水部１６の前方を覆
うような高さに形成される。より具体的には、垂下する壁の高さは、便器前方側において
高さｈ１である。垂下する壁の高さは、前方側から後方側に向かうにつれて徐々に高くな
るように形成される。垂下する壁の高さは、後方側において高さｈ２である。垂下壁部２
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２ｂは、吐水部１６の各吐水口の水平方向内側を覆うような高さに形成されている。
【００２３】
　つぎに、図２～図５により、上述した吐水部１６について詳細に説明する。
　図５は、本発明の一実施形態による水洗大便器の吐水部を示す正面図である。
【００２４】
　吐水部１６は、導水路８に接続される入口部３０と、入口部３０に流入した洗浄水を、
各吐水口に分配する分配流路３２と、ボウル部６の左右後方においてリム通水路２２ｃ上
に配置され、洗浄水を左右のリム通水路２２ｃに吐水する第１の吐水口３４ａ、３４ｂと
、ボウル部６の後方において左右方向の略中心に配置され、凹部２６に向けて洗浄水を吐
水する第２の吐水口３６と、ボウル部６の後方において第２の吐水口３６の左右両側に配
置され、凹部２６に向けて洗浄水を吐水する第３の吐水口３８ａ、３８ｂ、３８ｃ、３８
ｄと、を備えている。
【００２５】
　第１の吐水口３４ａ、３４ｂは、ボウル部６の左右両側の後方においてリム通水路２２
ｃ上に配置され、便器本体２の前方に向かって吐水する。分配流路３２は第１の吐水口３
４ａ、３４ｂに到達する前に徐々に流路径が狭められ、且つ第１の吐水口３４ａ、３４ｂ
において便器前方を指向して開口されているので、第１の吐水口３４ａ、３４ｂは、比較
的大流量の洗浄水を前方に向かって吐水することができる。
【００２６】
　第２の吐水口３６は、横方向に延びる長方形のスリット形状に形成され、便器本体２の
前方を指向するように配置される。
　第３の吐水口３８ａ、３８ｂ、３８ｃ、３８ｄは、第２の吐水口３６の左右両側に配置
されたそれぞれ２つずつの孔形状に形成され、凹部２６内を指向するように配置されてい
る。
　第３の吐水口３８ａは、ボウル部６の前方から見て左側後方において、便器本体２の中
心線Ｃに対して一定距離に配置され、第３の吐水口３８ｂは第３の吐水口３８ａより一定
距離外側に配置されている。第３の吐水口３８ｃは、ボウル部６の前方から見て右側にお
いて、便器本体２の中心線Ｃに対して一定距離に配置され、第３の吐水口３８ｄは第３の
吐水口３８ｃより一定距離外側に配置されている。ここで、第３の吐水口３８ａと、第３
の吐水口３８ｃは、中心線Ｃに対して左右対称の位置に配置され、第３の吐水口３８ｂと
、第３の吐水口３８ｄは、中心線Ｃに対して左右対称の位置に配置されている。
　なお、第３の吐水口３８ａと第３の吐水口３８ｂとが統合されて１つの開口として形成
され、左側１つの第３の吐水口から概ね直線状に凹部２６内に流入する第３の主流を形成
することができ、さらに、第３の吐水口３８ｃと第３の吐水口３８ｄとが統合されて１つ
の開口として形成され、右側１つの第３の吐水口から概ね直線状に凹部２６内に流入する
第３の主流を形成することができる。すなわち、第３の吐水口の数は、左右それぞれにお
いて、１つ以上の複数の数に変更することが可能である。
【００２７】
　上方汚物受け面２４の前方領域２４ａは、２２．５度～３２．５度の範囲内の傾斜角α
を形成している。この前方領域２４ａの傾斜角度αにより、流下する洗浄水の左右方向の
拡がりを抑制することができる。
　図６に示すように、この前方領域２４ａの傾斜角度αは、前方領域２４ａの上前縁２４
ｇと前方領域２４ａの下部２４ｆとを結んだ線Ｌ１と、前方領域２４ａの上前縁２４ｇか
ら鉛直方向に延ばした線Ｌ２との間の角度で定義される。上方汚物受け面２４の前方領域
２４ａの傾斜面の傾斜角度αを２２．５度～３２．５度の範囲のように比較的鋭角に設定
することにより、左側の第１の吐水口３４ａから吐水された洗浄水と、右側の第１の吐水
口３４ｂから吐水された洗浄水と、が上方汚物受け面２４の前方領域２４ａで衝突した後
、前方領域２４ａ上で左右に広がることを抑制し、前方領域２４ａの傾斜面に沿って下流
側に真っ直ぐに流れ、前方領域２４ａから凹部２６に直線的に流れ込むことができる。
【００２８】
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　つぎに、図１乃至図８を参照して、本発明の一実施形態による水洗大便器の動作（作用
）を説明する。
　図６は、本発明の一実施形態による水洗大便器において洗浄動作を開始した直後の状態
において凹部に流れ込む第２の主流Ｆ２及び第３の主流Ｆ３ａ、Ｆ３ｂ、Ｆ３ｃ、Ｆ３ｄ
の流れを示す図であり、図７は本発明の一実施形態による水洗大便器において洗浄動作を
行っている状態において凹部に流れ込む第２の主流Ｆ２及び第３の主流Ｆ３ａ、Ｆ３ｂ、
Ｆ３ｃ、Ｆ３ｄの流れに対し、凹部に流れ込む第１の主流Ｆ１の流れを示す図である。
　ここで、図６及び図７においては、第１の吐水口３４ａ、３４ｂから吐水された洗浄水
の第１の主流（第１の流れ）の方向を矢印Ｆ１で示し、第２の吐水口３６から吐水された
洗浄水の第２の主流（第２の流れ）の方向を矢印Ｆ２で示し、第３の吐水口３８ａ、３８
ｂ、３８ｃ、３８ｄから吐水された洗浄水の第３の主流（第３の流れ）の方向を矢印Ｆ３
ａ、Ｆ３ｂ、Ｆ３ｃ、Ｆ３ｄで示している。
【００２９】
　最初に、使用者が便器洗浄を開始する操作ボタン１８を操作すると、貯水タンク１４に
設けられた排水弁（図示せず）が開き、貯水タンク１４内の洗浄水が便器本体２の導水路
８に流入する。導水路８に流入した洗浄水は、吐水部１６の入口部３０から分配流路３２
に流入し、第１の吐水口３４ａ、３４ｂ、第２の吐水口３６及び第３の吐水口３８ａ、３
８ｂ、３８ｃ、３８ｄのそれぞれからボウル部６に吐水される。
【００３０】
　第１の吐水口３４ａ、３４ｂから吐水された洗浄水は、左右のリム通水路２２ｃに沿っ
てボウル部の前方向きに第１の主流Ｆ１を形成する。第１の吐水口３４ａ、３４ｂから吐
水された洗浄水のうち一部は、ボウル部６の前端部６ａに至る前に、上方汚物受け面２４
の側方領域２４ｂに流下し、凹部２６内に流れる。
　第２の吐水口３６から吐水された洗浄水は、後方領域２４ｃ上において前方向きに直線
的に流れる第２の主流Ｆ２を形成する。
　第３の吐水口３８ａ、３８ｂ、３８ｃ、３８ｄから吐水された洗浄水は、後方領域２４
ｃの左右側方側及び/又は側方領域２４ｂの後方側を通過して凹部２６方向に流れ且つ中
心線Ｃに対して斜め前方向きに直線的に流れる第３の主流Ｆ３ａ、Ｆ３ｂ、Ｆ３ｃ、Ｆ３
ｄを形成する。
【００３１】
　第１の吐水口３４ａ、３４ｂから吐水された第１の主流Ｆ１は、ボウル部６の前端部６
ａにおいて左右両側から衝突し、後方向きに方向転換され、上方汚物受け面２４の前方領
域２４ａから後方の凹部２６内に向かう後方向の流れを形成し、凹部２６の前方から凹部
２６内の溜水面Ｗ0に流入される。
　従って、第１の吐水口３４ａ、３４ｂから吐水された第１の主流Ｆ１は、主に前方領域
２４ａを後方向きに流れ、主に前方領域２４ａを洗浄する。
【００３２】
　ボウル部６の前端部６ａにおいて衝突した第１の主流Ｆ１は、所定の傾斜角αを有する
前方領域２４ａにより、衝突後左右方向外側に拡散することを抑制され、前方領域２４ａ
を中心線Ｃに沿って凹部２６に向かって流れる。
　従って、前方領域２４ａの比較的中央近傍から凹部２６に流入するので、前方領域２４
ａにおいて、第２の吐水口３６から吐水された第２の主流Ｆ２、及び後述する第３の吐水
口３８ａ、３８ｂ、３８ｃ、３８ｄから吐水された第３の主流Ｆ３ａ、Ｆ３ｂ、Ｆ３ｃ、
Ｆ３ｄと衝突することを抑制することができる。
【００３３】
　第２の吐水口３６から吐水された洗浄水の第２の主流Ｆ２は、後方領域２４ｃ上におい
て前方向きに流れ、凹部２６の後方から凹部２６内の溜水面Ｗ0に流入される。
　例えば、第２の吐水口３６から吐水された洗浄水の一部が前方上方空間に飛び出す場合
、この洗浄水は、垂下壁部２２ｂの裏面２２ｄに衝突し、後方領域２４ｃに落下して凹部
２６内に流れる。従って、第２の吐水口３６から吐水された洗浄水の一部が前方に飛び出
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して他の洗浄水と衝突し水飛びを生じることを抑制することができる。
【００３４】
　第３の吐水口３８ａから吐水された洗浄水の第３の主流Ｆ３ａは、便器本体２の左側後
方内側から概ね直線状に凹部２６の中心領域２６ｃに流入する流れを形成している。第３
の吐水口３８ｂから吐水された洗浄水の第３の主流Ｆ３ｂは、便器本体２の左側後方外側
から概ね直線状に凹部２６の凹部前方側領域２６ｄに流入する流れを形成している。第３
の吐水口３８ｃから吐水された洗浄水の第３の主流Ｆ３ｃは、便器本体２の右側後方内側
から概ね直線状に凹部２６の中心領域２６ｃに流入する流れを形成している。第３の吐水
口３８ｄから吐水された洗浄水の第３の主流Ｆ３ｄは、便器本体２の右側後方外側から概
ね直線状に凹部２６の凹部前方側領域２６ｄに流入する流れを形成している。従って、第
３の吐水口３８ａ、３８ｂ、３８ｃ、３８ｄから吐水された洗浄水の主流は、主に側方領
域２４ｂ及び後方領域２４ｃを洗浄する。
　このように第３の吐水口３８ａ、３８ｂ、３８ｃ、３８ｄが左右にそれぞれ２つずつの
吐水口（２つずつの孔）を形成するので、汚物受け面の必要とされる洗浄を十分に行いな
がら、例えば第３の吐水口が第２の吐水口の左右両側にそれぞれ１つずつの孔形状に形成
された場合に比べ、左右方向及び前後方向への流れの拡散成分が抑制されて直線的に凹部
２６に流れる流れを形成することができる。
【００３５】
　凹部２６の前後方向の縦辺２６ａが比較的長く形成され、且つ幅方向の横辺２６ｂが比
較的長く形成され、凹部２６の開口面積（溜水面面積）が比較的大きく形成されている。
従って、洗浄水の第３の主流Ｆ３ａが、凹部２６に流入しやすくなっており、洗浄水の第
３の主流Ｆ３ｃが、同様に凹部２６に流入しやすくなっている。洗浄水の第３の主流Ｆ３
ｂも、凹部２６に流入しやすくなっており、洗浄水の第３の主流Ｆ３ｄも、同様に凹部２
６に流入しやすくなっている。従って、第３の吐水口３８ａから吐水された洗浄水及び第
３の吐水口３８ａから所定距離外側に離れて配置された第３の吐水口３８ｂから吐水され
た洗浄水、及び第３の吐水口３８ｃから吐水された洗浄水及び第３の吐水口３８ｃから所
定距離外側に離れて配置された第３の吐水口３８ｄから吐水された洗浄水が、前方領域２
４ａに流入することを抑制でき且つ４つの第３の主流Ｆ３ａ、Ｆ３ｂ、Ｆ３ｃ、Ｆ３ｄに
より比較的広い領域を洗浄しながら凹部２６に流入することができる。洗浄水の第１の主
流Ｆ１、Ｆ２及びＦ３ａ、Ｆ３ｂ、Ｆ３ｃ、Ｆ３ｄは、凹部２６内に入ると、凹部２６の
比較的急な下り傾斜に沿って溜水面Ｗ0に流下する。
【００３６】
　洗浄水の第１の主流Ｆ１は、主に前方領域２４ａを後方向きに流れ、洗浄水の第３の主
流Ｆ３ａ、Ｆ３ｂ、Ｆ３ｃ、Ｆ３ｄは、主に側方領域２４ｂ及び後方領域２４ｃを前方向
きに流れ、洗浄水の第２の主流Ｆ２は、主に後方領域２４ｃを前方向きに流れる。
　従って、洗浄水のボウル部６の汚物受け面２０の全体（前方領域２４ａ、側方領域２４
ｂ、後方領域２４ｃ）を、第１の主流Ｆ１、第２の主流Ｆ２及び第３の主流Ｆ３ａ、Ｆ３
ｂ、Ｆ３ｃ、Ｆ３ｄによって効率よく洗浄することができる。このとき、前方向きの洗浄
水の第３の主流Ｆ３ａ、Ｆ３ｂ、Ｆ３ｃ、Ｆ３ｄ及びＦ２が、前方領域２４ａ上において
、後方向きの洗浄水の第１の主流Ｆ１と正面衝突することが抑制される。
　洗浄水の第１の主流Ｆ１、洗浄水の第２の主流Ｆ２、及び洗浄水の第３の主流Ｆ３ａ、
Ｆ３ｂ、Ｆ３ｃ、Ｆ３ｄは、凹部２６内において流下しながら衝突されるので、洗浄水が
上方汚物受け面２４上で衝突して使用者に水飛びを生じることを低減することができる。
【００３７】
　このように、第１の吐水口３４ａ、３４ｂから吐水された洗浄水と、第２の吐水口３６
から吐水された洗浄水と、第３の吐水口３８ａ、３８ｂ、３８ｃ、３８ｄから吐水された
洗浄水とが、汚物受け面２０上を整流された状態で、水流の衝突を防ぐようにして、流下
して汚物受け面２０の十分な洗浄を行い、凹部２６へ落下する下降流を形成する。
　これらの流れは、凹部２６の下方の排水トラップ管路１０の入口１０ａから効果的に汚
物を排出する流れを形成する。洗浄水が汚物を排水トラップ管路１０から排出し、貯水タ
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ンク１４内の洗浄水が一定量まで排水されると、貯水タンク１４に設けられた操作装置（
図示せず）が、排水動作を終了させ、貯水タンク１４内に洗浄水を給水する動作を行って
一連の洗浄動作を終了させる。
【００３８】
　上述した本発明の実施形態による水洗大便器１によれば、第２の吐水口３６が上方汚物
受け面２４の後方領域２４ｃから凹部２６内に向かう洗浄水の第２の流れＦ２を形成し、
第３の吐水口３８ａ、３８ｂ、３８ｃ、３８ｄが第２の吐水口３６の左右両側から凹部２
６内に向かう洗浄水の第３の流れＦ３ａ、Ｆ３ｂ、Ｆ３ｃ、Ｆ３ｄを形成し、第１の吐水
口３４ａ、３４ｂが上方汚物受け面２４の前方領域２４ａから凹部２６内に向かう洗浄水
の流れを形成するので、第２の吐水口３６及び第３の吐水口３８ａ、３８ｂ、３８ｃ、３
８ｄから吐水された洗浄水が、第１の吐水口３４ａ、３４ｂから吐水された洗浄水と上方
汚物受け面２４の前方領域２４ａにおいて衝突することを抑制することができる。従って
、本発明の水洗大便器１によれば、洗浄水の衝突による水飛びを抑制することができ、使
用者が快適に使用できる。
【００３９】
　また、上述した本発明の実施形態による水洗大便器１によれば、第１の吐水口３４ａ、
３４ｂから吐水された洗浄水が、上方汚物受け面２４の前方領域２４ａにおいて左右方向
に拡がることを抑制することができ、上方汚物受け面２４の前方領域２４ａから凹部２６
内に向かう洗浄水の流れを凹部２６内に収束させやすくなる。よって、本発明の水洗大便
器１によれば、第２の吐水口３６及び第３の吐水口３８ａ、３８ｂ、３８ｃ、３８ｄから
吐水された洗浄水が、第１の吐水口３４ａ、３４ｂから吐水された洗浄水と上方汚物受け
面２４の前方領域２４ａにおいて衝突することを効果的に抑制することができ、それによ
り、洗浄水の衝突による水飛びを抑制することができ、使用者が水洗大便器１を快適に使
用できる。
【００４０】
　また、上述した本発明の実施形態による水洗大便器１によれば、凹部２６は、所定の面
積の溜水面Ｗ0を形成するので、第２の吐水口３６から吐水された洗浄水が、上方汚物受
け面２４の後方領域２４ｃから凹部２６内に容易に流入することができ、第３の吐水口３
８ａ、３８ｂ、３８ｃ、３８ｄから吐水された洗浄水が、第２の吐水口３６の左右両側か
ら凹部２６内に容易に流入することができ、第１の吐水口３４ａ、３４ｂから吐水された
洗浄水が、上方汚物受け面２４の前方領域２４ａから凹部２６内に容易に流入することが
できる。よって、第２の吐水口３６及び第３の吐水口３８ａ、３８ｂ、３８ｃ、３８ｄか
ら吐水された洗浄水が、第１の吐水口３４ａ、３４ｂから吐水された洗浄水と上方汚物受
け面２４の前方領域２４ａにおいて衝突することを効果的に抑制することができる。従っ
て、本発明の水洗大便器１によれば、洗浄水の衝突による水飛びを抑制することができ、
使用者が快適に使用できる。
【００４１】
　また、上述した本発明の実施形態による水洗大便器１によれば、吐水部１６により第１
の吐水口３４ａ、３４ｂ、第２の吐水口３６及び第３の吐水口３８ａ、３８ｂ、３８ｃ、
３８ｄの向きを正確に設定することができる。よって、第１の吐水口３４ａ、３４ｂから
吐水された洗浄水の流れの向き、第２の吐水口３６から吐水された洗浄水の流れの向き及
び第３の吐水口３８ａ、３８ｂ、３８ｃ、３８ｄから吐水された洗浄水の流れの向きがバ
ラつくことを抑えることができる。したがって、本発明の水洗大便器１によれば、洗浄水
の衝突による水飛びを効果的に抑制することができる。
【００４２】
　また、上述した本発明の実施形態による水洗大便器によれば、吐水部１６から吐水され
る洗浄水の一部が水平方向内側に吐水されてしまう場合に、洗浄水を垂下壁部２２ｂに衝
突させ、方向を変えて、凹部２６に向けて導くことができる。従って、本発明の水洗大便
器１によれば、水飛びを抑制することができる。
【００４３】
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　また、上述した本発明の実施形態による水洗大便器によれば、横方向に延びるスリット
形状に形成された第２の吐水口３６が上方汚物受け面２４の後方領域２４ｃから凹部２６
内に向かう洗浄水の第２の流れＦ２を形成し、第２の吐水口３６の左右両側に配置された
それぞれ２つずつの孔形状に形成された第３の吐水口３８ａ、３８ｂ、３８ｃ、３８ｄが
第２の吐水口３６の左右両側から凹部２６内に向かう洗浄水の第３の流れＦ３ａ、Ｆ３ｂ
、Ｆ３ｃ、Ｆ３ｄをそれぞれ形成し、第１の吐水口３４ａ、３４ｂが上方汚物受け面２４
の前方領域２４ａから凹部２６内に向かう洗浄水の流れを形成する。よって、第３の吐水
口が、例えば第２の吐水口の左右両側にそれぞれ１つずつの孔形状に形成された場合に比
べ、それぞれ２つずつの孔により上方汚物受け面２４の後方領域２４ｃにおいて左右方向
に拡がることを抑制した直線的な流れを形成することができ、第３の吐水口３８ａ、３８
ｂ、３８ｃ、３８ｄから吐水された洗浄水が、第１の吐水口３４ａ、３４ｂから吐水され
た洗浄水と上方汚物受け面２４の前方領域２４ａにおいて衝突することを抑制することが
できる。従って、本発明の水洗大便器１によれば、洗浄水の衝突による水飛びを抑制する
ことができ、使用者が快適に使用できる。
【００４４】
　また、上述した本発明の実施形態による洗い落し式の水洗大便器１によれば、ボウル部
６内の水の落差による流水作用で汚物を押し流す、洗い落し式の水洗大便器１において、
洗浄水の衝突による水飛びを抑制することができ、使用者が快適に使用することができる
。
【符号の説明】
【００４５】
１　　　　　　水洗大便器
２　　　　　　便器本体
６　　　　　　ボウル部
１２　　　　　洗浄水供給手段
１４　　　　　貯水タンク
１６　　　　　吐水部
２２　　　　　リム部
２２ｂ　　　　垂下壁部
２４　　　　　上方汚物受け面
２４ａ　　　　前方領域
２４ｃ　　　　後方領域
２６　　　　　凹部
３４ａ　　　　第１の吐水口
３４ｂ　　　　第１の吐水口
３６　　　　　第２の吐水口
３８ａ　　　　第３の吐水口
３８ｂ　　　　第３の吐水口
３８ｃ　　　　第３の吐水口
３８ｄ　　　　第３の吐水口
Ｃ　　　　　　中心線
Ｆ１、Ｆ２、Ｆ３ａ、Ｆ３ｂ、Ｆ３ｃ、Ｆ３ｄ　　主流
Ｗ0　　　　　 溜水面
α　　　　　　傾斜角
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